
第��号議案

使用料及び手数料の額の改定等に関する条例

（警察に関する手数料条例の一部改正）

第�条 警察に関する手数料条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第�の�の項を次のように改める。

―��―

� 風俗営業等の規制

及び業務の適正化等

に関する法律第�条

第�項の規定に基づ

く許可を受けようと

する者

� ぱちんこ屋又は風

俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関

する法律施行令（昭

和	�年政令第���

号。以下この項にお

いて「政令」とい

う。）第
条に規定

する営業について許

可を受けようとする

場合で営業所に設置

する遊技機に認定を

受けた遊技機以外の

遊技機（以下「未認

定 遊 技 機 」 と い

う。）がないとき。

� �月以内の期間

を限って営む営業

�件につき �	����円

� その他の営業 �件につき �	����円



―��―

� ぱちんこ屋又は政

令第�条に規定する

営業について許可を

受けようとする場合

で営業所に設置する

遊技機に未認定遊技

機があるとき。

�で定める額に、

���		円（検定を受け

た型式に属する未認定

遊技機以外の未認定遊

技機（以下「特定未認

定遊技機」という。）

がある場合にあって

は、��
		円に当該特

定未認定遊技機が属す

る型式の数を���		円

に乗じて得た額を加算

した額）を加算した額

に、未認定遊技機�台

ごとに�	円（特定未認

定遊技機については、

それぞれ�の項のの

右欄に定める額から

��			円を減じた額）

を加算した額

 ぱちんこ屋及び政

令第�条に規定する

営業以外の風俗営業

について許可を受け

ようとする場合

� 月以内の期間

を限って営む営業

�件につき ���			円

� その他の営業 �件につき ���			円



別表第�の�の項を次のように改める。

別表第�の�の項から��の項までを次のように改める。

―��―

� 風俗営業等の規制

及び業務の適正化等

に関する法律第��条

第��項において準用

する同法第�条第�

項の規定に基づく承

認を受けようとする

者

� 承認を受けようと

する遊技機に未認定

遊技機がない場合

�件につき ��	��円


 承認を受けようと

する遊技機に未認定

遊技機がある場合

�件につき�����円

（特定未認定遊技機が

ある場合にあっては、

�����円に当該特定未

認定遊技機が属する型

式の数を��	��円に乗

じて得た額を加算した

額）に、未認定遊技機

�台ごとに	�円（特定

未認定遊技機について

は、それぞれ�の項の

の右欄に定める額か

ら�����円を減じた

額）を加算した額

� 風俗営業等の規制

及び業務の適正化等

に関する法律（以下

こ の 項 に お い て

「法」という。）第

��条第
項の規定に

基づく認定を受けよ

� 法第��条第�項の

指定試験機関が行う

認定に必要な試験

（以下この項におい

て「遊技機試験」と

いう。）を受けた遊

技機について認定を

�台につき �����円



―��―

うとする者 受けようとする場合

� 法第��条第�項の

検定を受けた型式に

属する遊技機（遊技

機試験を受けたもの

を除く。）について

認定を受けようとす

る場合

�台につき �	
��円

� �又は�の遊技機

以外の遊技機につい

て認定を受けようと

する場合

� ぱちんこ遊技機

ア 入賞を容易に

するための装置

であって遊技機

の認定及び型式

の検定等に関す

る規則（昭和��

年国家公安委員

会規則第�号）

で定めるもの

（以下「特定装

置」という。）

が設けられてい

るもの（当該特

定装置を連続し



―��―

て作動させるこ

とができるもの

に限る。）

ア� マイクロプ

ロセッサー

（電子計算機

の中央演算処

理装置を構成

する集積回路

をいう。以下

同じ。）を内

蔵するもの

�台につき ������円

イ� ア�に掲げる

もの以外のも

の

�台につき ������円

イ 特定装置が設

けられているも

の（アに掲げる

ものを除く。）

ア� マイクロプ

ロセッサーを

内蔵するもの

�台につき 	
����円

イ� ア�に掲げる

もの以外のも

の

�台につき ������円

ウ ア又はイに掲

げるもの以外の

�台につき ������円



―��―

もの

� 回胴式遊技機

ア マイクロプロ

セッサーを内蔵

するもの

�台につき ������円

イ アに掲げるも

の以外のもの

�台につき ������円

� アレンジボール

遊技機

ア マイクロプロ

セッサーを内蔵

するもの

�台につき ������円

イ アに掲げるも

の以外のもの

�台につき ������円

� じゃん球遊技機

ア マイクロプロ

セッサーを内蔵

するもの

�台につき ������円

イ アに掲げるも

の以外のもの

�台につき ������円

� �から�までに

掲げる遊技機以外

の遊技機

ア マイクロプロ

セッサーを内蔵

するもの

�台につき ������円

イ アに掲げるも �台につき ���	��円



―��―

の以外のもの

�� 風俗営業等の規制

及び業務の適正化等

に関する法律第��条

第�項の規定に基づ

く検定を受けようと

する者

� 指定試験機関が行

う検定に必要な試験

（以下この項におい

て「型式試験」とい

う。）を受けた型式

について検定を受け

ようとする場合

�件につき �����円

	 他の都道府県公安

委員会の検定を受け

た型式（型式試験を

受 け た も の を 除

く。）について検定

を受けようとする場

合

�件につき 
����円

� �又は	の型式以

外の型式について検

定を受けようとする

場合

� ぱちんこ遊技機

ア 特定装置が設

けられているも

の（当該特定装

置を連続して作

動させることが

できるものに限

る。）



―��―

ア� マイクロプ

ロセッサーを

内蔵するもの

�件につき

���������円

イ� ア�に掲げる

もの以外のも

の

�件につき ��	����円

イ 特定装置が設

けられているも

の（アに掲げる

ものを除く。）

ア� マイクロプ

ロセッサーを

内蔵するもの

�件につき

����	����円

イ� ア�に掲げる

もの以外のも

の

�件につき ��	����円

ウ ア又はイに掲

げるもの以外の

もの

�件につき ��	����円

� 回胴式遊技機

ア マイクロプロ

セッサーを内蔵

するもの

�件につき

��
������円

イ アに掲げるも

の以外のもの

�件につき �������円

� アレンジボール

遊技機



―��―

ア マイクロプロ

セッサーを内蔵

するもの

�件につき

���������円

イ アに掲げるも

の以外のもの

�件につき �������円

� じゃん球遊技機

ア マイクロプロ

セッサーを内蔵

するもの

�件につき

���������円

イ アに掲げるも

の以外のもの

�件につき �������円

�� 風俗営業等の規制

及び業務の適正化等

に関する法律第��条

第	項の指定試験機

関が行う認定に必要

な試験（以下この項

において「遊技機試

験」という。）を受

けようとする者

� ぱちんこ遊技機に

ついて遊技機試験を

受けようとする場合

� 特定装置が設け

られているもの

（当該特定装置を

連続して作動させ

ることができるも

のに限る。）

ア マイクロプロ

セッサーを内蔵

するもの

�台につき �
�
��円

イ アに掲げるも

の以外のもの

�台につき �
����円

� 特定装置が設け

られているもの



―��―

（�に掲げるもの

を除く。）

ア マイクロプロ

セッサーを内蔵

するもの

�台につき ������円

イ アに掲げるも

の以外のもの

�台につき ������円

� �又は�に掲げ

るもの以外のもの

�台につき ������円

� 回胴式遊技機につ

いて遊技機試験を受

けようとする場合

� マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

�台につき �	����円

� �に掲げるもの

以外のもの

�台につき ������円


 アレンジボール遊

技機について遊技機

試験を受けようとす

る場合

� マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

�台につき ������円

� �に掲げるもの

以外のもの

�台につき ������円

� じゃん球遊技機に



―��―

ついて遊技機試験を

受けようとする場合

� マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

�台につき ������円

� �に掲げるもの

以外のもの

�台につき ������円

� �から	までに掲

げる遊技機以外の遊

技機について遊技機

試験を受けようとす

る場合

� マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

�台につき ������円

� �に掲げるもの

以外のもの

�台につき 
��
��円


� 風俗営業等の規制

及び業務の適正化等

に関する法律第��条

第�項の指定試験機

関が行う検定に必要

な試験（以下この項

において「型式試

験」という。）を受

けようとする者

� ぱちんこ遊技機の

型式について型式試

験を受けようとする

場合

� 特定装置が設け

られているもの

（当該特定装置を

連続して作動させ

ることができるも

のに限る。）



―��―

ア マイクロプロ

セッサーを内蔵

するもの

�件につき

���������円

イ アに掲げるも

の以外のもの

�件につき �������円

� 特定装置が設け

られているもの

（�に掲げるもの

を除く。）

ア マイクロプロ

セッサーを内蔵

するもの

�件につき

���������円

イ アに掲げるも

の以外のもの

�件につき �������円

� �又は�に掲げ

るもの以外のもの

�件につき �������円

	 回胴式遊技機の型

式について型式試験

を受けようとする場

合

� マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

�件につき

��
������円

� �に掲げるもの

以外のもの

�件につき ��
����円

� アレンジボール遊

技機の型式について



別表第�備考�中「�����円」を「�����円」に改め、同表備考�中「	�
��

円」を「�����円」に改め、同表備考�中「同時に」の次に「当該認定に係る

遊技機と同一の型式に属する」を加え、「それぞれ�の項の右欄に定める額か

ら�	��円」を「�の項の右欄の規定にかかわらず、同項の�の場合にあって

は�円とし、同項の�の場合にあっては
�円とし、同項の�の場合にあっては

それぞれ同項の�の右欄に定める額から�����円」に改め、同表備考�中「同

時に」の次に「当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する」を加え、

「����円」を「�
����円」に改める。

（島根県畜産技術センター分析等手数料条例の一部改正）

第�条 島根県畜産技術センター分析等手数料条例（平成�	年島根県条例第�


号）の一部を次のように改正する。

―�―

型式試験を受けよう

とする場合

� マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

�件につき

���������円

� �に掲げるもの

以外のもの

�件につき 
������円

� じゃん球遊技機の

型式について型式試

験を受けようとする

場合

� マイクロプロ

セッサーを内蔵す

るもの

�件につき

����
����円

� �に掲げるもの

以外のもの

�件につき 
������円



別表�の表性判別処理の項中「������円」を「�����円」に改める。

（島根県漁港管理条例の一部改正）

第�条 島根県漁港管理条例（昭和��年島根県条例第	
号）の一部を次のように

改正する。

別表第�中

を

に、

―	�―

「

」

荷さばき所、水産倉庫、漁船

修理場、漁具干場、給水施

設、給油施設、製氷冷蔵施

設、加工場、事務所又はこれ

らに類する施設の設置

�平方メー

トル�年に

つき

��
円�銭 ���円

起重機の設置 �基�年に

つき

	���円�銭 	����円

砕氷塔（コンベアーを含

む。）の設置


�	�円�銭 
�	��円

「

」

荷さばき所、水産倉庫、漁船

修理場、漁具干場、給水施

設、給油施設、製氷冷蔵施

設、加工場、事務所又はこれ

らに類する施設の設置

�平方メー

トル�年に

つき

	��円 	��円

起重機の設置 �基�年に

つき

	��	円�銭 	����円

砕氷塔（コンベアーを含

む。）の設置

���円 �	��円



を

に改める。

（島根県さくらおろち湖周辺スポーツ施設条例の一部改正）

第�条 島根県さくらおろち湖周辺スポーツ施設条例（平成��年島根県条例第��

号）の一部を次のように改正する。

別表第�の�の表中

―��―

「

」

施設又は工作物の設置を伴わ

ない場合

�平方メー

トル�月に

つき

��円�	銭 �	円

「

」

施設又は工作物の設置を伴わ

ない場合

�平方メー

トル�月に

つき

��円�	銭 �
円

「

」
を放送機材 �式�時間につき ��	円

「

に、

」

本部施設用放送機

材

�式�時間につき ��	円

無線機能付き放送

機材

�式�時間につき ��	円

携帯用トランシー

バー

�セット�時間につき ��	円

「

」
を周回表示器 �台�時間につき 
	円

「

」

に改める。
周回表示器 �台�時間につき 
	円

スポーツタイマー �台�時間につき �	円



別表第�中備考�を備考�とし、備考�を備考�とし、備考�の次に次のよ

うに加える。

� 携帯用トランシーバーは、��台を�セットとする。

（島根県港湾施設条例の一部改正）

第�条 島根県港湾施設条例（昭和	
年島根県条例第��号）の一部を次のように

改正する。

別表第�港湾施設用地の項中「����円」を「����円」に、「����円」を

「����円」に改める。

（島根県立都市公園条例の一部改正）

第�条 島根県立都市公園条例（昭和�
年島根県条例第��号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第�その他の場合の項中「	
円」を「	�円」に、「��円
�銭」を「		円

��銭」に改める。

別表第�その他のものの項中「	
円」を「	�円」に、「��円
�銭」を「		円

��銭」に改める。

（島根県手数料条例の一部改正）

第�条 島根県手数料条例（平成��年島根県条例第�号）の一部を次のように改

正する。

別表��の項に次の�号を加える。

―�
―

� 宅地建物取引業法施行規則（昭和	�

年建設省令第��号）第��条の�	第�項

の規定に基づく宅地建物取引主任者証

の書換え交付（同条第�項ただし書の

規定により宅地建物取引主任者証の裏

面に変更後の住所を記載することを

もって新たな交付に代える場合を除

く。）又は同令第��条の��第�項の規

����円



附 則

この条例は、平成��年�月�日から施行する。ただし、第�条の規定は、規則

で定める日から施行する。

―��―

定に基づく宅地建物取引主任者証の再

交付を受けようとする者


